
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

3,405 単位時間 1,895 単位時間 700 単位時間 810 単位時間 0 単位時間 700 単位時間

年 単位 単位 単位 単位 単位 単位

120 人 30 人 人 0 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 4

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

令和5年11月30日

919-1146

０７７０－３２－１０００
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人青池学園 平成12年12月25日 青池　浩生 福井県三方郡美浜町大薮７－２４－２
919-1146

０７７０－３２－１０００

若狭医療福祉専門学校 平成20年3月28日 西村　久美子 福井県三方郡美浜町大薮７－２４－２

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

医療 医療専門課程 理学療法科 平成21(2009)年度 平成26(2014)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

学科の目的
本校は、教育基本法、学校教育法に基づき医療福祉に関する知識と技術の習得を目的とする学科を設立し、高等教育の基盤の上にさらに高度な医療福祉専門教育を施
し、併せて豊かな人間形成をめざし現代社会に貢献し奉仕する熱意ある人材を育成することを目的とする。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）
理学療法士国家試験受験資格

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

4 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和4年度卒業生）

8
■地元就職者数 (F) 3
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

38

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 8
■就職希望者数 (D)　　　　　： 8
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和５年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

病院、診療所、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、介護老人福祉施設

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 0

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

当該学科の
ホームページ

URL
https://www.wakasa-iryo.com/

100
■進学者数 0
■その他

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち必修授業時数

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数 3,405

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 810

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 30

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

30

うち必修授業時数 3,405

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 810

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であって、当該専
門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 2

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 2

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 6

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定）の数

6

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 2

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ



種別

③

①

③

③

③

③

－

－

－

－

－

（年間の開催数及び開催時期）

立井　昇平 リハぷらす
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

西村　久美子 学校法人　青池学園
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

玉井　由紀子 学校法人　青池学園
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

小林　裕和 医療法人　三愛会
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（前期、後期）

（開催日時（実績））

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

委員会における意見をもとに、教育課程の編成、科目内容等について検討、改善をしている。その実施状況について継続的に
意見をいただくことで、さらに改善を図っていける。

第１回　令和4年12月12日　18：00～20：00　オンラインにて実施
第２回　令和5年3月 28日　15：00～17：00

増井　正清 敦賀市立敦賀病院
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

野村　治和 学校法人　青池学園

四本木　宣弘 特別養護老人施設　湖岳の郷
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

名　前 所　　　属 任期

北村　浩一 介護老人福祉施設　松寿苑
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の
編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

「教育の理念を踏まえ、現場で実践できる社会人基礎力である『生きる力』を育成する」
企業その他の関係機関との連携により、必要となる知識・技術・技能を授業等に反映するため、企業・業界団体等からの意見
を十分いかし、カリキュラムの改善等の教育課程の編成に取り組む。
　基本的な知識及び技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力等の育成及び主体的に学習に取り組む態度を養うとともに、
豊かな心を育成する観点を踏まえた具体的な手立て等を示し、円滑な教育課程の編成・実施に資する。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

本校の教育課程編成委員会は学校関係者評価委員会による評価内容を基に教育内容、教育内容の客観的評価と改善提案
を行う。
この改善提案は企業連携のもと、実践的かつ専門的な観点から業界から求められる教育内容について検討する。
本委員会で改善、提案があった事項についは、学科長が中心となり学科教員とともにカリキュラムの構築や教育内容の改善・
工夫を行う。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

田中　文明 福井県若狭町社会福祉協議会
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

令和5年4月1日現在

令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

松本　昇 学校法人　青池学園
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

山﨑　敏 学校法人　青池学園
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況



泉ヶ丘病院

臨床実習として現場に赴き、臨床場面の実態を知り、臨床
家としての心構えと基本的なスキルを身につける。

アクール若狭・市立敦賀病院・中村
病院・公立丹南病院・さくら病院・公
立小浜病院・福井県立病院

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
即戦力を身につけるため企業との教育提携を結び、実践的な授業内容を構築する。業界のニーズにこたえられる実践的な技
術・知識を学生に提供する。

グループホーム、施設の実習を体験し、利用者の状況に応
じた介護技術を適切に行う。介護従事者としての倫理や基
本的な態度を習得する。また、訪問介護実習についても体
験をする。

福井厚生病院・公立丹南病院・福
井県立病院・福井大学医学部附属
病院・舞鶴共済病院

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

　教育目標や方法などを示す実習の手引きを実習施設に配布し、教育目標と方法を周知させる。また、臨床実習の実施前に
は教員とそれらの臨床実習の指導者により、実習指導者会議を開催する。実習期間中には教員が実習施設を訪問し、実習指
導者から実習の進捗状況や実習生の課題などを聴取し、必要に応じて学生指導や実習指導者との協議も行う。成績評価およ
び単位認定は、実習指導者の評点や症例レポートおよび症例発表の成果を基に行う。

臨床実習Ⅰ

臨床実習Ⅱ

言語聴覚療法概論

本講義では、失語症や嚥下障害、構音障害のメカニズムに
ついて学習する。また、リハビリテーションが難渋する高次
脳機能障害についての知識と理解を深めることを目的とす
る。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

臨床実習Ⅲ
臨床実習として現場に赴き、臨床実習Ⅰ・Ⅱの成果を踏ま
え、実際に患者・利用者に関わることにより、卒業後には臨
床家として即戦力となるようことを目的とする。

宮﨑整形外科医院・ほっとリハビリ
システムズ・敦賀医療センター・光
陽生協病院・京都協立病院



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

株式会社進研アド

2022年度第2回分科会 連携企業等： 全国リハビリテーション教育協会

令和4年10月11日（火） 対象：

臨床実習指導者の養成

若狭ブロック運動器セミナー 連携企業等： 福井県理学療法士会

令和4年11月13日（日） 対象： 教職員

対象： 理学療法科教員

令和4年6月～令和5年3月 対象： 教職員

コンプライアンス研修、ビジネスマナー研修、指導力向上研修他

令和4年5月12日（木） 対象： 理学療法科教員

職員研修 連携企業等： AOIKEホールディングス株式会社

第4回日本運動器SHOCK WAVE研究会 学術集会 SHOCK WAVE JAPAN 2022 連携企業等： 日本運動器SHOCK WAVE研究会

令和4年9月11日

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

膝疾患の評価と理学療法～変形性膝関節症を中心に～

②指導力の修得・向上のための研修等

理学療法士作業療法士専任教員の養成

理学療法士作業療法士専任教員養成講習会 連携企業等： 全国リハビリテーション学校協会

令和4年12月5日（月）～令和5年2月22日（水） 対象： 理学療法科教員

2022年度第1回分科会 連携企業等： 全国リハビリテーション教育協会

令和4年度の国試対策講座の担当決めと国試対策コンテンツについて

令和4年7月2日（土） 対象： 理学療法科教員

国試対策の具体的取り組みについて

多様な学生への向き合いかた～ 一人ひとりに合わせた最適化指導とは ～ 連携企業等：

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

教育DXへの対応とこれから、外国人留学生の受入れについて、リカレント教育の推進についてなど

なぜ体外衝撃波治療を選択するのか？‐SHOCK WAVEをもう一度理解する‐

連携企業等： 三重県専修学校協会

令和4年8月26日（金） 対象： 教職員

教員に対して、研修棟にかかわる諸規定に基づき、全職員を対象とする研修のほか、理学療法に必要な知識、技能等を修得
できる研修への参加により、職務の遂行に必要な教員の専門的な能力、資質等の向上を図るものとする。とくに理学療法の発
展のために活動する職能団体ならびに関連学会が主催する研修には積極的に参加し、自己研鑽を図り、関連学会での発表に
ついても促進する。

中部七県ブロック協議会第６６回定期三重大会

第468回臨床実習指導者講習会 連携企業等： 一般社団法人全国リハビリテーション学校協会等

令和4年10月8日（土）・9日（日）

対象： 教職員

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

教職員

全国リハビリテーション学校協会北陸ブロック研修会 連携企業等： 公益社団法人日本理学療法士協会

令和5年2月頃予定 対象： 教職員

北陸ブロック連絡協議会

近年の学生能力状況の報告と対応について



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

プレゼンテーションと資料作成力 連携企業等： 福井県

令和5年10月4日 対象： 全職員

論理思考系スキル活用の上級編「プレゼンテーション力」を「資料作成」の段階から学ぶ。

ビジネスモデルとイノベーション 連携企業等： 福井県

発想思考系スキルの最終目的である「イノベーション」の方法を、ビジネスモデルの視点から理解する。

令和5年10月11日 対象： 全職員

令和5年9月7日 対象： 全職員

発想思考系スキルの基礎となる、ジャンプのための「発想思考」を修得する。

論理思考系スキルの基礎となる「重要思考」を修得する。

決める力とファシリテーション力 連携企業等： 福井県

令和5年9月26日 対象： 全職員

論理思考系スキルの最終目的である「意思決定」の方法を、個人とチームの両レベルで理解する。

伝える力とほめる力 連携企業等： 福井県

令和5年8月14日（月）～令和5年9月2日（土） 対象： 理学療法科教員

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員の養成

発想思考 連携企業等： 福井県

理学療法士作業療法士専任教員養成講習会 連携企業等： 全国リハビリテーション学校協会

令和5年12月5日（月）～令和5年2月22日（水） 対象： 理学療法科教員

理学療法士作業療法士専任教員の養成

重要思考 連携企業等： 福井県

令和5年9月5日 対象： 全職員

令和5年9月16日 対象： 全職員

論理思考系スキル活用の中心とも言える「伝える力」「ほめる力」を、各種の演習を通じて身につける。

②指導力の修得・向上のための研修等

第50回理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会 連携企業等： 厚生労働省

議会報告会、特別講演会など

第1128回臨床実習指導者講習会 連携企業等： 一般社団法人全国リハビリテーション学校協会等

臨床実習指導者の養成

第10回福井県私学振興大会 連携企業等： 福井県市立学校連合会等

歴史に学ぶ福井のまちづくりに対する講演会など

令和5年8月24日（木） 対象： 教職員

令和5年9月30日（土）・10月1日（日） 対象： 理学療法科教員

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

中部七県ブロック協議会第６７回定期石川大会 連携企業等： 三重県専修学校協会

令和5年10月14日（土） 対象： 教職員



種別

高等学校

企業等

専門家等

卒業生

専門家等

（１）学校関係者評価の基本方針

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。ま
た、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 関係法令・設置基準等の遵守、個人情報保護、学校評価、教育情報の
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献、ボランティア活動
（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（３）教育活動 目標の設定、教育方法・評価等、成績評価・単位認定等、資格・免許、
（４）学修成果 就職率、資格・免許の取得率、卒業生の社会的評価
（５）学生支援 就職等進路、中途退学への対応、学生相談、学生生活、保護者との連

（１）教育理念・目標 理念・目的・育成人材像
（２）学校運営 運営方針、事業計画、運営組織、人事・給与制度、意思決定システム、

卒業生、近隣関係者、高校関係者ともに、業界関係者により構成される学校関係者評価委員会を組織し、自己点検・自己評価
の内容を審議・評価することを通し、その意見を教育活動及び学校運営に活用するとともに広く社会に公表する。これによって
自己評価結果の客観性・透明性を高め、専修学校と密接に関係する者の理解促進や連携協力による学校運営の改善を図る
ことを基本方針とする。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

北村　徹 福井県立美方高等学校
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

川島　一郎 株式会社　斎藤経営
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

（６）教育環境 施設・設備等、学外実習・インターンシップ等、防災・安全管理
（７）学生の受入れ募集 学生募集活動、入学選考、学納金
（８）財務 財務基盤、予算・収支計画、監査、財務情報の公開

　実務的な職業教育を目的とした教育活動その他の学校運営について、地域、社会のニーズを踏まえた目標を設定し、その達
成状況や達成に向けた取り組みの適切さについて評価・好評することにより、学校として組織的・継続的な改善を図る。
　生徒や保護者、高等学校等の関係団体に適切な説明責任を果たすとともに、学校関係者に教育活動その他学校運営につ
いて理解を得る。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（３）学校関係者評価結果の活用状況

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.wakasa-iryo.com/disclosure/
公表時期： 令和5年11月30日

学校法人　青池学園
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

中村　健治 介護老人保健施設　ゆなみ
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

熊谷　誓成 美浜町社会福祉協議会
令和4年4月1日～令和6年3月
31日（2年）

窪　博司



５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関
する情報を提供していること。」関係

（２）各学科等の教育 入学者に関する受け入れ方針・カリキュラム・進級・卒業の要件・資格取得、検定合格等の実績、進路
（３）教職員 教員紹介、教職員の組織、校務分掌　・教員の専門性
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育への取組状況　・実習・実技等の取組、就職

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
学校に関する教育活動の状況や内容及び資格取得など、学校全体の状況が把握できるような情報提供をすることにより、関
連業界等との連携・協力を図り、教育活動の改善や社会的信頼を得る。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 教育理念、施設概要、アクセス、学校の沿革

（８）学校の財務 事業報告書　
（９）学校評価 学校関係者評価の結果　・評価結果を踏まえた改善方策
（１０）国際連携の状況

（５）様々な教育活動・教育環境 サークル活動　・ボランティア活動
（６）学生の生活支援 学生支援の組織、諸問題への対応
（７）学生納付金・修学支援 学費、奨学金、教育ローン等

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： https://www.wakasa-iryo.com/disclosure/
公表時期： 令和5年11月30日

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法
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1 ○ 心理学

特定の心理分野、アプローチにこだわらず、広く心
理学の世界を紹介する。最終的には、クライエント
（患者さん）の気持ちをくみ取れる態度を養成す
る。

１
後

30 1 ○ ○ ○

2 ○ 倫理学

「生命倫理（バイオエシックス）」における基礎的
な考え方と具体的な諸論点を考察することを通じ
て、医療や福祉の現場と切り結ぶことのできる倫理
学的思考のあり方を考える。

１
前

15 1 ○ ○ ○

3 ○ 物理学

物理学は日常生活に深く関わりを持つ。医療や介護
に物理学の応用場面は数限りなく見いだされる。こ
のことを察知する能力と、物理学を応用する能力を
身につけることを講義の目標とする。

１
前

15 1 ○ ○ ○

4 ○ 生物学

近年生物学の進歩は著しく、あらゆる面で科学的解
明が進められており、21世紀は生物学の世紀である
とも言われている。生物学から生命現象を理解する
ことは、生物界の一員である人間を理解する上でも
大変重要である。

１
前

30 1 ○ ○ ○

5 ○
食育学

食育基本法が制定され、啓蒙普及にかかる様々な取
り組みが活発に展開され全国的な広がりを見せてい
る。本講義では、逸早く時代のニーズを取り入れ、
自らが正しい食育を理解・実践し、更に食育につい
て指導できる質の高い教育を目指すことを目標とす
る。

１
前

30 2 ○ △ ○ ○

6 ○ 健康管理学

栄養とは食物を通して、人の健康状態を高めるもの
である。本講義では、健康的な食生活を送るために
正しい栄養学の知識を身につけるとともに、私たち
の食生活の現状と健康づくりについて学ぶ。

２
前

30 1 ○ ○ ○

7 ○ 情報リテラシー

情報化社会の今日、IT化の進展は医療分野でも著し
い。本講義ではコンピュータのみならず、情報とそ
れを取り巻く情報環境まで視野を広げ、それらの正
しい知識と基本的な利用法を習得する。

１
後

15 1 ○ △ ○ ○

授業科目等の概要

（医療専門課程 理学療法科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



8 ○ 障害福祉論

本講義では、障害者福祉全般についての理解を深め
ることを旨とし、ノーマライゼーションをはじめと
する障害者福祉の理念、歴史、また制度など幅広い
知識の習得に努めている。

４
後

30 2 ○ ○ ○

9 ○ 統計学

近年、サービスの質を評価する手技として統計学的
側面からのアプローチがなされており、分析ソフト
の発達などを背景として、その関心は高まりつつあ
る。本講義においては、こうした流れと今後の方向
性を踏まえたうえで、統計学の基礎的知識の習得を
目的とする。

１
前

30 1 ○ ○ ○

10 ○ 医学英語

理学療法士を目指す上で、国際学会等への参加の機
会があるため、基礎的な英語力を身につけておく必
要がある。また、医学の世界でよく用いられる医学
用語を身につけ、コ・メディカルとの共通用語を習
得することを目的とする。

１
前

30 2 ○ ○ ○

11 ○
スポーツ科学
（実習）

健康保持、増進のために身体活動を科学的、計画的
に利用することの重要性を理解させ学習させる。ま
た、実施するスポーツ種目に関するルール等の知識
の学習やスポーツと健康との関係を実習から理解さ
せ、生涯スポーツ実践のための知識や技術を学習す
る。

１
通

45 1 ○ ○ ○

12 ○ 解剖生理学Ⅰ

本講義の目標は、健康な身体の構造と機能を理解す
ることによって、疾病の発症機構や治療方法を学ぶ
ための基礎知識を習得することである。本授業で扱
う主な内容は細胞、骨、筋肉、体液と血液、免疫系
および循環器の解剖と生理である。

１
前

60 2 ○ ○ ○

13 ○ 解剖生理学Ⅱ

本講義では、呼吸器系、神経系、泌尿器系の構造と
機能を学習するが、これにより、理学療法学の専門
領域を理解するために必要な基礎的知識を身につけ
る。そして、将来リハビリテーションの専門家とし
て実践的に活用できる解剖生理学の知識を身につけ
ることを目標とする。

１
後

30 1 ○ ○ ○

14 ○ 解剖生理学Ⅲ

本講義では、消化器、内分泌器官、生殖器、感覚
器、体温調節系、体液調節系の構造と機能を学習
し、理学療法学の専門領域に必要な基礎的知識を身
につけ、将来リハビリテーションの専門家として実
践的に活用できる解剖生理学の知識を身につけるこ
とを目標とする。

１
後

30 1 ○ ○ ○

15 ○ 解剖学基礎

前期では、骨・関節・靭帯・筋の模型標本を用いて
観察を行い、スケッチを中心に学習事項をまとめ
る。後期では、脳・脊髄の断面や立体構造について
学習し、総合的に機能を考察する。

１
通

60 2 ○ ○ ○

16 ○ 運動学

本講義では、運動学の位置づけができ、骨・筋・関
節の名称および形態を知る。また、筋骨格系の仕組
みや機能を理解し、運動力学と筋骨格系との関連を
知る。

１
通

60 2 ○ ○ ○



17 ○ 運動学実習
本講義では、運動学・運動学実習で学んだ正常なヒ
トの身体運動の知識を基に、主に骨・関節・運動器
系の機能解剖を臨床に照らし合わせて理解する。

２
通

60 2 ○ ○ ○

18 ○ 人間発達学

誕生から死に至るまでの人間の生涯を、主に心理学
の立場から理解し考察する。また、青年期、成人
期、高齢期についても、各時期に特有のライフイベ
ントに焦点をあてながら考察する機会を設ける。

１
後

30 2 ○ ○ ○

19 ○ 病理学

病理学は臨床への導入部としての重要な位置を占め
ており、器官、組織および細胞の構造変化（病理変
化）を通じて疾患を解析し、それらの病理変化の意
義について学習する。疾病における組織・細胞・分
子レベルでの原因・病態、そのメカニズムを理解
し、臨床レベルでの病態把握へのステップとする。

１
後

30 2 ○ ○ ○

20 ○ 臨床心理学
臨床心理学の基礎を学ぶことによって、人間への理
解を深め、より良い援助ができるようになることを
目指す。

１
前

30 2 ○ ○ ○

21 ○ 整形外科学

整形外科の病態と治療過程について理解を深めるこ
とを目的とする。病態について理解することで、適
切な理学療法の方法選択が可能となり、治療課程を
理解することで理学療法を実施していく適切な時期
の決定が可能となる。

２
前

30 2 ○ ○ ○

22 ○
内 科 学 Ⅰ
（一般内科）

内科学Ⅰでは総論としてとらえ、内科学診断のため
のアプローチや治療法について学習する。また、一
般病院・専門病院における理学療法士としての必要
な内科学の基本的な知識を習得することを目標とす
る。

１
後

30 1 ○ ○ ○

23 ○
内 科 学 Ⅱ
（一般内科）

内科学Ⅱでは各論としてとらえ、循環器・呼吸器・
消化器・血液・内分泌疾患などについて学ぶ。ま
た、一般病院・専門病院における理学療法士として
の必要な内科学の応用的な知識を習得することを目
的とする。

２
後

30 1 ○ ○ ○

24 ○ 神経内科学

本講義は神経内科学総論であり、まず神経症候学を
理解することから導入し、障害の理解を図る。次い
で様々な神経症候を呈する疾患の病態・臨床症状、
診断、治療を疾患区分ごとに述べる。

２
後

30 2 ○ ○ ○

25 ○ 精神医学
精神医学における主要疾患の症状、診断、治療につ
いて述べ、精神療法の概要についても理解を深め、
将来の臨床経験に役立てる。

２
後

30 2 ○ ○ ○



26 ○ 小児科学

小児の脳・神経システムの成長、発達を中心に講義
を行う。また、感覚受容やその発達、近年富に注目
される感情・情緒などの高次脳機能やその障害につ
いてもより詳しく解説を行う。

２
後

15 1 ○ ○ ○

27 ○
リハビリテー
ション概論

本講義では、リハビリテーションの概念・理論を学
習したうえで、社会における必要性・具体的な対象
や方法についての知識を理解する。

１
前

30 1 ○ ○ ○

28 ○ 公衆衛生学
健康と福祉の理念に基づく公衆衛生の実践が、世界
の人類の平和と安全に貢献することを理解し、医療
従事者としての自覚と研鑽に役立つ学習を目指す。

４
後

30 1 ○ ○ ○

29 ○ 社会保障論

本講義では、社会福祉全般についての理解を深める
ことを旨とし、社会福祉の歴史、理念、また社会福
祉制度や社会保障、さらには社会福祉援助技術、そ
の方法論などの習得に努める。

４
後

15 1 ○ ○ ○

30 ○ 理学療法概論

本講義は、理学療法及び関連分野の全体像を把握す
ることにより、在学中の学習目標、学習方法を明確
にすることを目標とする。理学療法士を取り巻く法
律制度、医療制度、社会的役割、組織、管理、教育
制度、理学療法が対象とする疾患、治療法の概要、
歴史、哲学、倫理などについて概観し、次学年から
の専門科目学習のための基礎知識とする。

１
後

30 1 ○ ○ ○

31 ○
研究方法論Ⅰ
（抄読）

医療・福祉・保健分野の文献を読んでまとめる能力
を高める。また、将来医療・福祉・保健分野の研究
をする糸口とする。

２
前

30 1 ○ ○ ○

32 ○
研究方法論Ⅱ
（方法）

研究の意義を理解し、研究についての手順、内容が
理解できるようにする。

２
前

30 1 ○ ○ ○

33 ○ 臨床運動学
臨床における運動障害を、機能解剖学および運動生
理学的知識に基づいて理解する。

３
前

30 1 ○ ○ ○

34 ○
言語聴覚療法概
論

本講義では、失語症や嚥下障害、構音障害のメカニ
ズムについて学習する。また、リハビリテーション
が難渋する高次脳機能障害についての知識と理解を
深めることを目的とする。

２
後

30 2 ○ ○ ○ ○



35 ○
評価測定法Ⅰ
（総論）

理学療法評価の目的・意義・機能について理解す
る。面接・問診・情報収集について実践できる知識
と技術を習得する。形態測定・可動域測定について
の知識と技術を習得する。

１
後

30 1 △ ○ ○ ○

36 ○
評価測定法Ⅱ
（基礎）

理学療法評価の基本項目である各種検査・測定につ
いて理解し実践できる知識と技術の習得を目指す。

２
前

60 2 △ ○ ○ ○

37 ○
評価測定法Ⅲ
（応用）

各種検査・測定および評価過程について理解し、実
践できる知識と技術の習得を目指す。

２
後

60 2 △ ○ ○ ○

38 ○
運動療法Ⅰ
（基礎）

運動療法に必要な知識と技術を習得し、臨床で実施
する基本的な運動療法手技について学習する。

２
前

60 2 ○ △ ○ ○

39 ○
運動療法Ⅱ
（応用）

本授業では、運動療法Ⅰ（基礎）の内容を再確認す
るとともに、疾患別、障害別の運動療法の基本的理
解を深めていくことを目的とする。

２
後

60 2 ○ △ ○ ○

40 ○ 物理療法Ⅰ
適切な物理療法が行えるよう、各療法の機器などの
物理的特性、生体に及ぼす生理学的作用、効果と適
応、手技、リスク管理などを中心に教授する。

１
後

30 1 ○ △ ○ ○

41 ○ 物理療法Ⅱ
適切な物理療法が行えるよう、各療法についての定
義、目的、効果と適応、手技、リスク管理などを中
心に教授する。

２
前

30 1 ○ △ ○ ○

42 ○ 義肢学
本講義では、切断と義肢について基礎理論から適合
技術、日常生活の指導に至るまで教授する。

２
後

30 1 ○ △ ○ ○

43 ○ 装具学
本講義では、適合、装着、操作指導の技術を習得す
ることを目的とする。加えて、臨床での装具選択の
ポイント、装具の構造と機能について学習する。

２
前

30 1 ○ △ ○ ○



44 ○
日常生活活動Ⅰ
（基礎）

日常生活動作（ADL）は、人間が生存するために最
も基本的な活動（動作）である。この概念や内容を
理解し、さらに障害の評価分析・解決方法を学び、
障害を持った人の個性ある豊かな生活に向けた援助
方法の基礎的な学習を行う。

１
後

30 1 ○ △ ○ ○

45 ○
日常生活活動Ⅱ
（応用）

日常生活動作（ADL）の実際として、代表的な疾患
のADL指導について学ぶ。また、その評価と訓練の
実際についても知識を深める。

２
前

30 1 ○ △ ○ ○

46 ○
理学療法治療学
Ⅰ-1（整形）

本授業は、整形外科を中心とした疾患の理学療法に
ついて学習する。実際の臨床において必要とされる
評価、理学療法アプローチ、リスク管理について学
習し、実践できることを目指す。

３
前

90 3 ○ △ ○ ○

47 ○
理学療法治療学
Ⅱ-1（神経）

本授業では、脳血管障害を中心とした中枢神経疾患
と難病の理学療法について学ぶ。

３
前

90 3 ○ ○ ○

48 ○
理学療法治療学
Ⅲ-1（小児）

本授業では、脳性麻痺児を中心に、発達障害に対す
る理学療法について学習する。

３
前

30 1 ○ ○ ○

49 ○
理学療法治療学
Ⅳ-1（内科）

本授業では、呼吸・循環・代謝系の理学療法につい
て学習する。各疾患における評価、理学療法、リス
ク管理を理解することを目的とする。現場の理学療
法士と専任教員が講義を行う。

３
前

30 1 ○ ○ ○ ○ ○

50 ○
理学療法治療学
Ⅰ-2（整形）

本講義では、整形外科疾患全般に関する国家試験対
策を実施する。

４
後

90 3 ○ △ ○ ○

51 ○
理学療法治療学
Ⅱ-2（神経）

本講義では、脳血管障害を中心とした中枢神経疾患
と難病に関する国家試験対策を実施する。

４
後

90 3 ○ ○ ○

52 ○
理学療法治療学
Ⅲ-2（小児）

本講義では、脳性麻痺を中心とした発達障害に関す
る国家試験対策を実施する。

４
後

60 2 ○ ○ ○



53 ○
理学療法治療学
Ⅳ-2（内科）

本講義では、呼吸・循環・代謝系疾患に関する国家
試験対策を実施する。

４
後

60 2 ○ ○ ○

54 ○
スポーツ健康科
学

スポーツ・トレーニングの特性、スキル、発達およ
び老化、性、合併症などスポーツ医学に包含される
要素は極めて多岐に及ぶため、本講義ではスポーツ
健康科学に必要な基本的知識を系統的に教授する。

２
前

30 1 ○ ○ ○

55 ○
理学療法治療計
画法

本授業では、各種疾患に対する測定・評価とそれに
基づく理学療法計画について模擬学習を行う。指導
教官のアドバイスから、臨床ではどのように捉え実
践しているのかを学び、問題解決の思考力を高める
ことを目的とする。

３
前

30 1 ○ ○ ○

56 ○ 福祉住環境論

工学的な視点を通じて、福祉用具や日常生活機器と
人間および環境との関係や考え方を修得することに
よって、身体の障害等のため生活を行う上で支障を
伴う人間の生活を、より豊かなものにすることを目
的とする。理学療法士として知っておくべき福祉機
器やテクニカルエイドなどの情報を伝達する。

２
前

60 2 ○ ○ ○

57 ○ 地域理学療法論

地域福祉論で学んだ知識を生かし、地域社会（在
宅）における理学療法の進め方を学習をする。地域
理学療法と病院・施設などにおける理学療法との違
いを理解する。

４
後

30 2 ○ ○ ○

58 ○ 臨床実習Ⅰ
臨床実習として現場に赴き、臨床場面の実態を知
り、臨床家としての心構えと基本的なスキルを身に
つける。

３
後

180 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○

59 ○ 臨床実習Ⅱ

臨床実習として現場に赴き、臨床実習Ⅰの成果を踏
まえ、実際に患者・利用者に関わることにより、卒
業後には臨床家として標準的な業務が行えるように
なることを目的とする。

３
後

315 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 ○ 臨床実習Ⅲ

臨床実習として現場に赴き、臨床実習Ⅰ・Ⅱの成果
を踏まえ、実際に患者・利用者に関わることによ
り、卒業後には臨床家として即戦力となるようこと
を目的とする。

４
前

315 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 ○ 運動療法手技論

解剖生理学で学んだ人体の構造（骨・骨格・筋・靭
帯）を基礎として、理学療法士として必要な触感覚
を指先に養うために触診の基礎や技術を学ぶ。ま
た、触診の技術をもとに関節モビリゼーションの一
部や具体的な治療技術を習得する。

３
前

60 2 △ ○ ○ ○



62 ○
コミュニケー
ション援助技術
論

「聴覚障害」を理解し、聴覚障害者への配慮や工夫
ができる能力を養う。点字学習を通じて視覚障害者
との意思疎通を図り、障害の理解を促進する。

１
前

30 1 ○ △ ○ ○

63 ○
レクリエーショ
ン技術論

レクリエーションに関する基礎知識、レクリエー
ション指導の理論、レクリエーションサービス論を
基本から展開へと段階的に理解し学習していくこと
により、新しいレクリエーションの多様性を確認す
る。

２
後

15 1 △ ○ ○ ○

64 ○ セミナー
臨床実習で学んだ知識を再確認し、より確実なもの
とする。

４
通

90 3 ○ ○ ○

65 ○ 総合演習

理学療法に必要な評価や各種検査・治療技術に関し
て、小グループで実践することで、迅速かつ正確に
評価・治療できる技術を習得することを目的とす
る。

１
・
２
・
３
通

180 6 △ ○ ○ ○

６５科目 ３４０５単位時間(１１８単位)

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、主たる方法
について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

・全ての単位を修了したと認めた者に対して学校長が卒業を認定する。
・学習評価が、科目試験及び追試験、実習施設での評価、出席状況により行う。
・単位認定については各授業科目の学習評価で合格した者に認定する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

合計


